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８８環環境境にに配配慮慮ししたたままちちづづくくりり  
 

 環境に配慮したまちづくりの現況と課題                     

 神奈川の都市は、表情豊かな自然や歴史に培われた文 

化に恵まれている一方、経済成長期の急激な都市化の進 

展により、都市の身近な緑地が減少し、無秩序に拡大し 

た市街地や画一的な都市が形成されてきました。 

また、都市部の気温が郊外に比べて高くなるヒートア 

イランド▼現象が発生しており、地球温暖化が重なるこ 

とによる熱中症リスクの増大等の影響も予測されている 

ことから、都市の暑熱環境の改善について社会的な要請 

が高まっています。 

 こうしたことから、自然、歴史、文化等を尊重し、地 

域の個性を生かした魅力ある景観の保全や創造、都市公園や水辺施設等の整備、都市アメニティ（快

適さ）の向上などが課題となっています。 

 

  環境に配慮したまちづくりに関する県の取組                     

   

１ 都市公園、うるおいあるみち空間などの形成

 

都市部では、身近なみどりや里山などの雑木 

林等が減少しており、土地利用面積割合を見る 

と、県土面積 241,616haのうち、約 40％が森林 

となっています。 

そこで、県では、県立都市公園の整備や道路 

などの公共施設の緑化により都市のみどりの質 

的・量的な創造と保全を推進しています。 

 令和元年度には、県立境川遊水地公園の開園 

面積の拡大を行うなど、みどり豊かで美しいま 

ちづくりを推進しています。 

    

▲表２-８-１ 各年度末の都市公園整備面積実績（単位：ha） 
 

 
平成 21

年度 
22年度 23年度 24年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

都市公園面積 4,419 4,519 4,588 4,636 4,714 4,789 4,914 4,981 5,012 5,031 

 

※数値は県と市町村の合計値 

 
 
 

▲図２-８-１ 都市部における気温の状況 

―真夏日日数の推移（５年移動平均）― 
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〔気象庁観測データより作成〕 

▲図２-８-２ 県土の土地利用面積割合 
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※平成 30 年 10 月 1 日現在、面積割合は概数です。 
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２ 人や自然にやさしい水辺づくり 
 

 県では、従来の安全対策に視点をおいた施設整備によって失われていた自然環境を保全していくた

め、現在、河川や海岸等の整備・改修にあたって、現存する多様な生物やその生育環境を保全・創造

し、景観も含む周辺環境や人々の利用などにも配慮した川づくり、海岸づくりを進めています。 

 具体的には、令和元年度に、小出川において、護岸の整備に合わせて覆土をすることで、河川の緑

化に努めるなど、自然環境や景観に配慮した川づくりを実施しました。 

 また、令和元年度に、茅ヶ崎海岸など８海岸で砂浜の回復・保全を目的とし、景観や自然環境に配

慮した養浜を実施しました。 
 

▲表２-８-２ 自然環境に配慮した整備河川数 

 
 

 

 

▲表２-８‐３ 自然環境に配慮した海岸保全施設整備等箇所数 

 

 

 
 

３ 景観まちづくり 
 

県では、平成 18年 12月に「神奈川県景観条例」を施行しました。同条例では、県は、具体的な景

観づくりは地域に身近な市町村が担うこととした上で、市町村の取組を支援するとともに、広域的な

調整に努めることとしています。さらに、平成 19 年８月に、景観づくりに関する施策の総合的、計

画的かつ広域的な推進を図るため、「神奈川景観づくり基本方針」を策定しました。また、平成 19年

10月には、公共施設の整備や管理などを通じて、公共施設の周辺も含めた景観づくり、さらには地域、

県土の景観づくりを行っていくためのガイドラインとして「公共事業における景観づくりの手引き」

を作成しました。 

 

 
 
 
４ 環境と共生するまちづくり 
 

■ 環境と共生する都市圏の形成                              

 県では、県央・湘南都市圏を快適で持続可能な社会を支える環境と共生する都市圏へ誘導するため、

「県央・湘南都市圏環境共生モデル都市づくり推進要綱」に基づき、環境共生に取り組む事業や組織

を認証しました。あわせて、事業者への制度説明など普及啓発を行いました。 

また、東海道新幹線新駅誘致地区を中心とした環境共生モデル都市ツインシティの整備を進めてい

ます。平塚市大神地区では、平成 27 年８月に設立認可を受けた土地区画整理組合により、土地区画

整理事業が進められており、造成工事等が行われています。寒川町倉見地区では、寒川町とともに、

まちづくり計画の具体化に向けた取組を進めています。 

  

 

 
平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 

２年度 

予定 

河川数 7 4 9 9 １１ 

 
平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 

2年度 

予定 

海岸数 9 10 9 8 11 
養浜（茅ヶ崎市中海岸） 

 

詳しくは、ホームページをご覧ください。                かながわの景観  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2n/cnt/f655/index.html 

検索 

詳しくは、ホームページをご覧ください。        環境共生モデル都市圏の形成  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r8s/index.html 

検索 
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５ ヒートアイランド対策 
  

県では、平成 16年度にヒートアイランド現象の実態について調査し、複数の都市で中心市街地の

高温化傾向を確認しました。平成 17 年度には、前年度の調査結果を踏まえ「ヒートアイランド現象

調査」を実施し、高温化が確認された都市を中心に地域特性を整理するとともに、その地域に効果的

な対策例をとりまとめました。 

また、市町村におけるヒートアイランド対策を促進するため、平成 26 年５月にヒートアイランド

対策ハンドブックを作成しました。 

さらに、ヒートアイランドの発生状況を把握するため、横浜市及び川崎市と連携して県内全域の気

温測定を実施し、その結果を環境科学センターのホームページで公開しているほか、他自治体との連

携や情報交換のため、市町村ヒートアイランド対策担当者会議の開催や九都県市による協働での普及

啓発等を実施しています。 

 

 

 
 
 
６ 環境への負荷の少ない交通の推進 

 

■ 交通の円滑化の推進                                 

県警察では、交通信号機の集中制御化や光ビーコンの整備を進めるなど、新交通管理システム(Ｕ

ＴＭＳ)の充実を図るとともに、交通実態に適した信号制御をすることにより、交通渋滞を抑制し、

交通公害の低減を推進しています。また、ＬＥＤ信号機の整備を進め、消費電力の削減に取り組んで

います。 

さらに、新交通管理システム（ＵＴＭＳ）のサブシステムである、公共車両優先システム（ＰＴＰ

Ｓ）により、路線バスのスムーズな運行を確保し、マイカーからの転換を促しています。また、車両

の分散誘導により、排気ガス等を低減して環境の改善を目指す交通公害低減システム（ＥＰＭＳ）を

川崎市南部に導入しています。 

 

 

 

 

■ 交通需要マネジメントの推進                             

 県では、市町村の取組を促すため、パークアンドライドや自転車利用促進等の事例の情報提供を行

うなど、交通需要マネジメントを推進しています。 

 

 
 
 

 

詳しくは、ホームページをご覧ください。      神奈川県のヒートアイランド現象  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/tekiou/temp_rainfall/heatisland.html 

 

検索 

詳しくは、ホームページをご覧ください。            交通管制センター紹介  

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf3020.htm 

 

検索 

詳しくは、ホームページをご覧ください。  神奈川県「交通関係ソフト施策実施事例集」   

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gd6/cnt/f7142/index.html 検索 
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７ 環境影響評価制度の推進 

 環境影響評価（環境アセスメント）制度は、大規模な開発事業を行う場合、それが環境にどのよう

な影響を及ぼすかを事前に調査、予測、評価し、その結果を地域の住民の皆さんにお知らせし、事業

者、住民、行政が意見を出し合うことにより、適正な環境配慮がなされるようにするための制度です。 

  県は、昭和 55年に「神奈川県環境影響評価条例」を定め、翌 56年から環境アセスメント制度を実

施してきました。平成９年には、調査等を行う前に調査項目や方法を定めるための手続や、事後調査

の手続を新たに加える改正を行いました。 

 また、環境影響評価法が平成 11年に施行され、平成 23 年には同法が一部改正されたことに伴い、

県でもアセス図書のインターネットによる公表や、実施計画書説明会の手続等を規定しました。 

さらに、環境アセスメント制度の導入以降、環境保全の取組が進んでいる現状を踏まえ、良好な環

境の保全と秩序ある開発のバランスに配慮しつつ、事業者の負担軽減等の観点から、平成 26 年に手

続期間の短縮等を図るための条例及び規則改正を行いました。 

昭和 56年の条例施行以来、対象となった事業は令和元年度末までに 114件あり、種類別で見ると、

「研究所の建設」が 17 件、「道路の建設」が 13 件、「電気工作物の建設」が 13 件などとなっていま

す。また、このうち環境影響評価法の対象事業は 21件となっています。 

 令和元年度は前年度から手続が継続している１件について、環境影響予測評価書案等の審査を行い

ました。 

▲表２-８‐４ 審査状況一覧                                        令和２年３月 31 日現在 

 

「神奈川県環境影響評価条例」「神奈川県環境影響評価条例施行規則」「神奈川県環境影響評価技術

指針」などの関係規定、環境アセスメント手続の進行状況、環境影響評価審査会の開催状況などは、

インターネットにより情報提供しています。 

 

 

 

 

■ 環境配慮評価システム                                

県では、県が自ら実施する大規模な事業について、基本計画の段階で環境配慮の評価等を行い、よ

り環境に配慮した計画の策定を行うため、「環境配慮評価システム実施要綱」を定め、平成 14 年度

から実施しています。 

このシステムの対象は、道路の建設、建築物の建設、用地の造成などの 15 種類の事業で、規模に

応じて、第１種事業（おおむね環境影響評価条例の対象規模）、第２種事業（おおむね環境影響評価

条例の対象規模の３分の１程度の規模）及び第３種事業（おおむね環境影響評価条例の対象規模の

10 分の１程度の規模）に区分し、その区分や事業の実施が環境に及ぼす影響の程度に応じた手続を

定めています。 

事業所管部局が作成した環境配慮検討書の提出、これに対する審議及びその結果の通知並びに通知

内容に対する措置状況の報告が基本的な手続となっており、この手続を終了した案件については、そ

事業名 
実施計画書 

諮問年月日 
手続状況 

ごみ中間処理施設整備事業 平成 28年 12月 19 日 令和元年度手続終了 

詳しくは、ホームページをご覧ください。         かながわの環境アセスメント  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f247/ 

検索 
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れぞれの概要を公表することとしています。 

この要綱やこれまでの実績などは、インターネットにより情報提供しています。 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、ホームページをご覧ください。           環境配慮評価システム  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4164/ 

 

検索 


